
スマートマネーレンディング 商品概要説明書 
 

2023 年 7 月 1 日 
商品名 ドコモ回線ご契約者向け 

スマートマネーレンディング 
ご利用対象  以下すべての条件を満たす個人のお客様が対象となります。 

・ ㈱NTT ドコモ携帯回線の個人契約者で i モード、sp モード、ahamo インターネ

ット接続サービス又は、irumo インターネット接続サービスを契約されている方 
・ 本商品の契約者が㈱NTT ドコモ携帯回線契約に係る契約者および利用者と同一

の方  
・ 満 20 歳以上、満 70 歳以下の国内に居住する個人のお客さま(外国人のお客さ

まは日本語が理解でき、永住許可を受けている方が対象となります。)で、保証会

社の保証を受けられるお客さま  
（保証会社：㈱NTT ドコモ 再保証会社：新生フィナンシャル㈱)  

・ 原則安定した収入があること 
・ 現在、当行に他のカードローンのご契約のない方 

お使いみち  原則自由 
※ただし、事業性資金にはご利用いただけません。 

ご契約額  10 万円以上 100 万円以内（10 万円単位） 
契約期間  1 年間（ご契約日から 1 年後の応当月の月末まで）とし、以降満 70 歳まで 1 

年毎の自動更新となります。 
 満 70 歳になり最初に到来する契約応答月の月末に達した時に本契約は終了する

ものとします。 
返済期間・返済回数  返済期間・返済回数：5 年間・60 回（自動更新後は 1 年間・12 回） 

※返済日以外でも自由にご返済いただくことができ、その場合、返済期間・回数は

お借入れおよび返済計画に応じて変動します。 
最低借入金額  10,000 円 
お借入利率（実質年

率） 
 お借入れ利率：5.7%～14.8% 

金利優遇後の適用利率：4.5％~14.6％ 
 審査の結果に応じて、お借入利率を設定します。 

※お借入利率は、当行ホームページにも掲載しておりますので、ご確認ください。  
※金融情勢等によりお借入利率を見直す場合があります。 

お借入利率優遇条件  下記所定条件をそれぞれ満たした場合、金利を優遇いたします。 
・ ㈱NTT ドコモ携帯電話回線のご契約期間に応じた優遇 

㈱NTT ドコモ携帯電話回線

ご契約期間 
優遇金利 

15 年以上  1.0%  

10 年以上 15 年未満  0.8%  

8 年以上 10 年未満  0.6%  

4 年以上 8 年未満  0.4%  

4 年未満  0.2%  

・ レンディングマネージャーアプリにより、以下の口座について当行所定の方法に



より株式会社マネーフォワードが提供する「マネーフォワード」のサービスの提

供を受ける場合の優遇はそれぞれの口座について各 0.1％（合計 2 口座まで）  
・ お客さまが任意に指定するお客さま名義の銀行口座 
・ 給与振込口座 

※㈱NTT ドコモ契約期間による優遇金利が解除された場合には、「マネーフォワ

ード」のサービス提供を受けた優遇金利は適用されません。 
 その他当行の定める条件に合致した場合、別途、優遇金利が適用されます。 
 優遇金利の判定は、契約締結時および毎月月末に判定し、次回約定返済日からその

時点での借入残高に対して適用します。 
お借入利率優遇解除

条件 
 NTT ドコモ携帯回線の名義に変更があった場合 
 NTT ドコモ携帯回線の契約者と利用者が異なることとなった場合※１ 
 NTT ドコモ携帯回線のご利用料金に延滞があった場合 
 NTT ドコモ回線契約をお客さまが任意で解約した場合※1 
 NTT ドコモ回線契約が強制的に解約された場合 
 本契約に基づく返済を１回でも怠った場合 
 保証会社または再保証会社が保証する本契約以外の債務の履行を 1 回でも怠り、

または期限の利益を喪失し、もしくはかかる債務に関する契約が解約された場合 
 「ドコモ回線ご契約者向け スマートマネーレンディングの取扱いに関する規約」

一般規約第 13 条に違反した場合 
 お客さまの死亡の事実を当行または保証会社もしくは再保証会社が知った場合 
 当行または保証会社もしくは再保証会社が、指定信用情報機関のお客さまの情報に

債権保全上悪影響のある変更があったことを知った場合 
 保証会社が発行し、お客さまが利用する d カードの利用料金のお支払いをお客さ

まが一回でも怠った場合 
 お客さまが債務整理を行う旨の通知を当行が受領した場合、またはかかる事実があ

ることを当行が知った場合 
※1 お客さまが（a）NTT ドコモ回線契約以外の携帯電話回線契約を保証会社との

間で締結し、当該契約が存続している場合または（b）NTT ドコモ回線契約以外

の携帯電話回線契約を保証会社との間で新たに締結した場合は、かかる携帯電話回

線契約のうち、お客さまが選択した契約について、優遇金利が適用されます。 
お利息の計算方法  本契約に基づくお借入れに係る元金に対し一定の借入期間に発生する利息の金額

は、次の計算式により計算します。 
利息対象期間の毎日の最終残高の総和÷利息対象期間の日数×貸付利率（年利率）

×利息計算日数÷365（うるう年は 366 日） 
※付利単位は 1 円となります。 

遅延損害金（年率）  20.0% 
担保・保証人  不要 

（㈱NTT ドコモが保証。㈱NTT ドコモの保証審査の結果、新生フィナンシャル㈱

が㈱NTT ドコモに対して再保証を行う場合があります。） 
手数料  不要 
発行カード  ローン専用カードは発行いたしません。 
お借入れ方法  下記いずれかの方法によりお借入金をお振込みいたします。 



（1）お客さま名義の銀行ご指定口座へのお振込みによるお借入れ 
（2）お客さま名義の d 払い残高へのお振込み 

ご返済方法  約定返済：お客さまご指定のお客さま名義の預金口座からの自動振替 
 臨時返済 
（1）当行指定口座へのお振込 
（2）指定 d 払い残高への送金 

ご返済方式およびご

返済額 
 ご返済方式は、残高スライドリボルビング方式とします。 

ご返済額は下記の表をご確認ください。 
基準残高* 毎月のご返済額 

1 円～100,000 円  2,000 円  
100,001 円～200,000 円  4,000 円  
200,001 円～300,000 円  6,000 円  
300,001 円～400,000 円  8,000 円  
400,001 円～500,000 円  10,000 円  
500,001 円～600,000 円  12,000 円  
600,001 円～700,000 円  14,000 円  
700,001 円～800,000 円  16,000 円  
800,001 円～900,000 円  18,000 円  

900,001 円～1,000,000 円  20,000 円  
*基準貸付残高（約定返済日前の本契約に基づく貸付のうち約定返済日の 10 営業

日前の時点における最終貸付の直後の貸付残高）に応じて、毎月のご返済額が確定

します。 
ご返済日  ご返済日は、毎月 14 日または 27 日のいずれかをご契約時にお選びいただきま

す。なお、約定返済日に約定返済額を返済しない限り、約定返済日は次回に繰り越

されません。  
※ご返済日は一度設定すると変更ができません。 

指定紛争解決機関  当行は、お客さまとの間に生じた苦情・紛争の取扱に関しまして、銀行法上の「指

定紛争解決機関」である一般社団法人全国銀行協会と契約を締結しております。 
＜ご連絡先＞  
全国銀行協会相談室 0570－017109 または 03－5252－3772 

ご注意 ※ お申込みに際しては、当行および当行指定の保証会社(㈱NTT ドコモ、再保証会社

新生フィナンシャル㈱）の審査がございます。  
※ 審査の結果によっては、ご希望にそえない場合がございます。 
※ 審査結果の理由については、お答えいたしかねますのであらかじめご了承くださ

い。 
登録 No.11101 23.07 


